
建物清掃業務委託の入札参加資格要件について（お知らせ） 

 

 

１ 県知事登録を入札参加要件として設定する業務 

 

建物清掃業務について、より一層の適正な履行を確保するため、「建築物におけ

る衛生的環境の確保に関する法律」に規定されている県知事登録（「建築物清掃業

（同法第 12条の 2第 1項第 1号）」又は「建築物環境衛生総合管理業（同法第

12条の 2第 1項第 8号）」）を入札参加要件とする業務を段階的に拡大します。 

 

 

県知事登録を入札参加要件とする業務 

平成 27年 4月 1日以降に 

公告する建物清掃業務 

平成 28年 4月 1日以降に 

公告する建物清掃業務 

床日常清掃面積 500㎡以上 競争入札全案件（（※）を除く） 

※多数の市民が日常的に使用（利用）する施設に該当しない施設及び公園便所 

 

 

 

２ 資格者の試験日程等について 

 

県知事登録の際、必要となる資格者の試験日程等につきましては、下記ホーム

ページをご参照ください。 

 

公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター 

 

  公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 

 

 

３ 県知事登録の申請については、長崎県ホームページ（申請書ダウンロードサービ

ス）より申請書をダウンロードし、長崎市生活衛生課へご提出ください。 

 

 

 問合わせ先  契約検査課物品契約係 電話 095-829-1277 

http://www.jahmec.or.jp/
http://www.j-bma.or.jp/
http://www.pref.nagasaki.jp/download/ApplicationView.php?divcode=42000-03140&depcode=42000-03&depname=%E7%9C%8C%E6%B0%91%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%83%A8&no=40&flg=2
http://www.pref.nagasaki.jp/download/ApplicationView.php?divcode=42000-03140&depcode=42000-03&depname=%E7%9C%8C%E6%B0%91%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%83%A8&no=40&flg=2

